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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月28日(2010.10.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板部と、
　前記基板部上に設けられ、前記基板部と電気的に接続されたバンプ部と、
　前記基板部を貫通する貫通孔部とを備え、
　前記バンプ部は、平面的に見た場合に、前記貫通孔部と少なくとも一部が重なるように
配されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　一主面上に配線部が形成された基板部と、
　前記基板部の前記配線部上に設けられ、前記配線部と電気的に接続されたバンプ部と、
　前記基板部の厚さ方向に、少なくとも、前記基板部および前記配線部を連続して貫通す
る貫通孔部とを備え、
　前記バンプ部は、平面的に見た場合に、前記貫通孔部と少なくとも一部が重なるように
配されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　前記配線部と前記バンプ部との間に形成される突起電極をさらに備えるとともに、前記
バンプ部は、前記突起電極を介して、前記配線部と電気的に接続されており、
　前記貫通孔部は、前記基板部の厚さ方向に、前記突起電極をも連続して貫通するように
構成されていることを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記配線部は、Ｃｕで形成されていることを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の
半導体装置。
【請求項５】
　前記基板部は、一方の表面に集積回路部を含む半導体基板であることを特徴とする請求
項１～請求項４のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記基板部は、シリコン基板であることを特徴とする請求項１～請求項５のいずれかに
記載の半導体装置。
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【請求項７】
　半導体チップと、
　前記半導体チップと電気的に接続された電極パッドと、
　前記電極パッド上に形成された突起電極と、
　断面視において、前記半導体チップと前記電極パッドと前記突起電極とを貫通する貫通
孔部とを備えた半導体装置であって、
　断面視において、前記貫通孔部上にバンプ部を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　半導体チップと、
　前記半導体チップ上に形成された電極パッドと、
　前記電極パッド上に形成された突起電極と、
　前記半導体チップと前記電極パッドと前記突起電極とを貫通する貫通孔部とを備えた半
導体装置であって、
　前記貫通孔部上にバンプ部を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　半導体チップと、
　前記半導体チップ上に形成され、前記半導体チップと電気的に接続された電極パッドと
、
　前記電極パッド上に形成された突起電極と、
　断面視において、前記半導体チップと前記電極パッドと前記突起電極とを貫通する貫通
孔部とを備えた半導体装置であって、
　断面視において、前記貫通孔部上にバンプ部を有し、前記貫通孔部に前記バンプ部の一
部が入り込んでいることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　前記突起電極は、前記バンプ部と濡れ性が良好な材料で形成されていることを特徴とす
る請求項３、請求項７～請求項９のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記突起電極は、Ｃｕで形成されていることを特徴とする請求項３、請求項７～請求項
１０のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記電極パッドは、Ｃｕで形成されていることを特徴とする請求項７～請求項１１のい
ずれかに記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記電極パッドは、前記半導体チップの一主面上に形成された配線部の一部であること
を特徴とする請求項７～請求項１２のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記半導体チップは、シリコン基板であることを特徴とする請求項７～請求項１３のい
ずれかに記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記半導体チップは、一方の表面に集積回路部を含むことを特徴とする請求項７～請求
項１４のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記バンプ部は、半田ボールであることを特徴とする請求項１～請求項１５のいずれか
に記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記貫通孔部内において、前記バンプ部の一部によって挟まれたボイドを有することを
特徴とする請求項１～請求項１６のいずれかに記載の半導体装置。
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